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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
人
事
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 

馬 
 

場 
 

昌 
 

平 
 
 
 

 

佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号 

 
 
 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
五
を
削
り
、
第
三
条
の
六
を
第
三
条
の
五
と
し
、
第
三
条
の
七
を
第
三
条
の
六

と
し
、
第
三
条
の
八
を
第
三
条
の
七
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
に
係
る
要
件
） 

第
三
条
の
八 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

一 

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
孫 

 

二 

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

及
び
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で

人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の 

２ 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
と

す
る
。 

 

第
五
条
第
三
項
中
「
別
に
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
二
条
第
五
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
子
の
世
話
は
、
職
員
が
そ
の

子
に
予
防
接
種
又
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。 
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３ 

条
例
第
二
十
二
条
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
世
話
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

 

一 

要
介
護
者
の
介
護 

 

二 

要
介
護
者
の
通
院
等
の
付
添
い
、
要
介
護
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
手
続
の
代
行
そ
の
他
の
要
介
護
者
に
必
要
な
世
話 

 

第
十
六
条
中
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
一
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
二
十
二
条
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
第
六
号
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第３条の５関係） 

早 出 遅 出 勤 務 請 求 書 

 

  年  月  日 

 （任命権者） 

         様 

次のとおり 
□養育 

□介護 
のため早出遅出勤務を請求します。 

請求者 所 属            

職 名            

氏 名          印 

氏 名   

続 柄   

生 年 月 日     年  月  日生（□出産予定日） 
１ 請求に係る子又は要

介護者 
養子縁組の効力が生

じ た 日
    年  月  日 

２ 要介護者の状態及び

具体的な介護の内容 

 

 

 

 

３ 請求に係る期間 
  年  月  日から

  年  月  日まで

□毎日 

□毎週    曜日 

□その他（      ） 

４ 請求に係る早出遅出

勤務の始業及び終業の

時刻並びに当該時刻と

する理由 

  時  分 始業

  時  分 終業

【理由】 

注 
１について 
 (1) 「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。 
    なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日を記入し、 
  □出産予定日にレ印を記入すること。 
 (2) 「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。 
２について 
  この欄は、要介護者を介護するための請求の場合のみ記入すること。 
３について 
  小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務を請求する場合には、当該請求に係る
子が満６歳に達する日以後の最初の３月31日以前の日を早出遅出勤務終了日として請求すること。 
４について 
  この欄の始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻のうち、
請求するものを記入すること。 
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様
式
第
二
号
中
「 

 
 
 

」
の
次
に
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

あ
る
者
が
 

深
夜
に
お
い
て
常
態
と
し
て
 


